
仮移転対象者の入居・退去までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：希望者が重複する場合に実施 

※２：県営住宅は市営住宅と類似した対応になると想定 

※３：仮移転対象者が補償費の代わりに引越し支援を求める場合は、市が契約を行った引

越業者を事業者が斡旋するものとし、市が引越業者への支払いを行う 
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【市の考え】仮移転の住戸は、基本的に市営住宅から使用していただくことを想定してい

ます。また、現在の玄ヶ野団地の空き家を仮移転に使用する場合は、空き家の修繕工事と

仮移転先の家賃助成に係る費用等を比較して、安い方を選択することがあります。 


